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持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略の用語解説 

市内総生産 

 

地域経済分析システム 

（ＲＥＳＡＳ） 

 

 

 

６次産業化 

 

 

 

農商工連携 

 

 

第二創業 

 

 

地域商社 

 

 

 

 

 

ＤＭＯ 

 

 

 

 

Ｗｉ－Ｆｉ 

 

 

地域社会維持推進交付金 

 

 

 

 一定期間内に市内で産み出された付加価値の総額のこと。 

 

 地方自治体の様々な取り組みを情報面から支援するため

に、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が提供する、

産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集

約し、可視化するシステムのこと。 

 

 農林水産物を収穫・漁獲（第一次産業）するだけでなく、

加工（第二次産業）し、流通・販売（第三次産業）まで手が

けること。（一次×二次×三次＝六次） 

 

 農林漁業と商工業の人々が知恵を持ち寄り、新しい商品や

サービスに結びつける取組のこと。 

 

 既に何らかの事業を行っている事業者がその業態の変更

や、新たに別の事業に進出すること。 

 

 地域資源の発掘、地域資源の活用法検討、市場調査、商品

開発、販路開拓、販売促進活動、販売、メーカーへの販売情

報の提供など、地域の生産者の活動を全面的にサポートする

とともに、積極的に地域の商品を売り込んでいく商社機能を

保有する組織のこと。 

 

 「Destination Marketing／Management Organization」の

略。観光地域づくりを推進するため、地域の関係者をまとめ

あげるプラットフォームとしての役割を果たし、地域の観光

振興を戦略的に推進する専門的な組織のこと。 

 

 パソコンやタブレットなどのネットワーク対応機器が無

線で接続できる規格のこと。 

 

 特定有人国境離島地域の地域社会維持を図るため、関係地

方公共団体等が実施する航路・航空路運賃の低廉化、物資の

費用負担軽減、雇用機会の拡充等の取り組みに必要な経費の

一部を補助する交付金のこと。 
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離島活性化交付金 

 

 

 

地域防災計画 

 

 

 

業務継続計画 

 

 

 

 

産業連関表 

 

 

 

佐渡米未来プロジェクト

品質向上９０ 

 

 

 

バイオマスエネルギー 

 

 

 

スケールメリット 

 

 

新規就農者への支援金 

 

 

 

地域おこし協力隊 

 

 

 平成 25 年度から施行された改正離島振興法を踏まえ、離

島における地域活性化を推進し、定住の促進を図るために創

設された交付金のこと。  

 

 地方公共団体が、災害対策基本法に基づいて、災害発生時

の応急対策や復旧など災害に係わる事務・業務に関して総合

的に定めた計画のこと。 

 

 災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資

源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務を

特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要

な資源の確保等をあらかじめ定める計画のこと。 

 

 一定期間において、財・サービスが各産業部門間でどのよ

うに生産され、販売されたかについて、一覧表にとりまとめ

たもの。 

 

 第一次産業の主力である米の品質の向上を進めるため、技

術指導会の開催や生育情報の提供や色彩選別機の導入、土づ

くり支援等により、米の１等米比率 90％を達成するための取

組のこと。 

 

 生物資源あるいはそこからの廃棄物に基づくエネルギー

源のこと。薪炭・稲わら・製材くずなどの農林資源、古材な

どの産業廃棄物、都市ごみ、し尿、畜産廃棄物など。 

 

 規模を大きくする ことによって得られる効果や利益のこ

と。 

 

 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前

の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年

以内）の所得を確保する給付金のこと。 

 

 地方自治体が、都市部の人材を過疎地域・離島などの新た

な担い手として受け入れ、地域の充実・強化を図る取組のこ

と。 
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生物多様性佐渡戦略 

 

 

 

 

エコアイランド佐渡 

 

 

 

創業支援ネットワーク 

 

 

 

ＩＣＴ 

 

 

サドメシラン 

 

 

 

 

ＦＩＴ 

 

 

インバウンド 

 

ミシュラングリーンガイ

ド 

 

ジャパンガイド 

 

 

クルーズ船 

 

通訳案内士 

 

 平成 24 年に策定した本市が目指すべき生物多様性の保

全・利用の将来像を明確化し、将来像の実現に向けた具体的

な施策を定めるとともに、施策実行の各主体の役割を定義し

た計画のこと。 

 

 「人とトキが共に生きる島づくり」を理念とし、豊かな自

然の保護や生物多様性の保全、環境への負荷の少ない循環型

社会を基調とした島の実現に向けた取組のこと。 

 

 産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目

的として、市区町村や地域金融機関、商工会、大学等が連携

して構築する支援体制のこと。 

 

 情報通信技術を表す「IT（Information Technology」に、

コミュニケーション（Communication）の概念を加えた言葉。 

 

 佐渡産の食材を積極的に取り扱う島内外の飲食店等を佐

渡産品提供店として認定し、内外にアピールすることによ

り、島内生産者の販路拡大や佐渡のファンづくりへつなげよ

うとする取組のこと。 

 

 「Foreign Independent Tour」の略。団体旅行やパッケー

ジツアーを利用することなく個人で行く海外旅行のこと。 

 

 外国人が訪れてくる旅行のこと。 

 

 フランスのミシュラン社により発行される観光地を紹介

するガイドブックのこと。 

 

 在日・訪日外国人向けの英語・中国語・韓国語による日本

情報のポータルサイトのこと。 

 

 乗客に船旅（クルーズ）を提供するための旅客船のこと。 

  

 観光庁が実施する国家試験に合格して登録した者のみが

従事可能で、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行っ
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農家漁家民宿 

 

 

民泊 

 

 

スポーツツーリズム 

 

 

交通空白地帯 

 

地域包括ケアシステム 

 

 

 

 

さどひまわりネット 

 

 

 

 

 

緊急医療キット 

 

 

 

認知症サポーター 

 

 

 

佐渡市教育大綱 

 

 

 

て報酬を得る職業のこと。 

 

 農業や漁業を営んでいる農家・漁家が旅館業法の許可を取

得し、その住居を旅行者に提供する宿泊サービスのこと。 

 

 住宅（戸建住宅、共同住宅等）の全部又は一部を活用して

宿泊サービスを提供すること。 

 

 スポーツイベントと観光とを融合させ、交流人口の拡大や

地域経済への波及効果などを目指す取組のこと。 

 

 バス等の公共交通サービスの利便性が低い地域のこと。 

 

 介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・

介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制の

こと。 

 

 病院・医科診療所・歯科診療所・薬局・介護施設等の参加

施設の間で、患者の病気・薬の内容・検査の結果などの情報

を通信システムで共有し、協力し合うことで、安全で質の高

い医療・介護サービスの提供を目指す地域医療連携システム

のこと。 

 

 かかりつけ医や持病などの情報を専用の用紙に記入し、筒

状の容器に入れて冷蔵庫に保管しておくことで、119 番通報

により駆け付けた救急隊の迅速な救急活動に役立てるもの。 

 

 認知症を正しく理解し認知症の人や家族を温かく見守り

支援する応援者で「認知症サポーターキャラバン事業」にお

ける認知症サポーター養成講座を受講・修了した者をいう。 

 

 平成 27 年に策定した本市の教育、学術、文化の振興に関

する総合的な施策に係る大綱のこと。「明日の佐渡を創る人、

世界に羽ばたく人の育成 一人一人の自己実現を目指した

教育の推進」を基本理念とする。 
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キャリア教育 

 

 

 

 

 

 

女性活躍推進法 

 

 

 

 

男女共同参画 

 

 

 

 

自主防災組織 

 

 

防災リーダー 

 

 

 

 

緊急情報伝達システム 

 

 

 

地域防災マップ 

 

 

 

長寿命化計画 

 

 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要となる能力や

態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育のこ

と。（キャリア発達とは、社会の中で自分の役割を果たしな

がら、自分らしい生き方を実現していく過程のこと。）本市

においては、郷土愛を育み、本市に貢献しようとする人材の

育成を目指す。 

 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の略

称。女性が、職業生活において、個性と能力を十分に発揮し

て活躍できる環境を整備するために制定された法律。平成 27

年施行。 

 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れることにより、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、共に責任を担うこと。 

 

 災害による被害を予防・軽減するための活動を行う、地域

住民主体の任意団体のこと。 

 

 地域における防災対策の指導者として、市と地域を結ぶ役

割を担い、平常時には自主防災組織に対し、訓練・研修等で

習得した知識・技術を普及し、また災害時には地域住民と協

力して、初期消火、救助等を行う者のこと。 

 

 屋外スピーカーや各世帯に設置された戸別受信機を通じ

て、緊急情報や各種行政情報を音声で告知するシステムのこ

と。 

 

 旧市町村単位で作成した発生の予測される自然災害につ

いて、その被害の及ぶ範囲、被害の程度、さらに避難の道筋、

避難場所等を表した地図のこと。 

 

 インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長

期的な計画のこと。 

 


